
 
 

   国立大学法人大分大学文書処理規程 
平成１６年４月１日制定 
平成１６年規程第１０号 

 
第１章 総 則 

（趣旨） 

第１条 この規程は，国立大学法人大分大学（以下「法人」という。 ）における文書の適正かつ

迅速な処理を図るために必要な事項を定める。 
 

（定義） 

第２条 この規程における用語の定義は，次の各号に定めるところによる。 

（１） 「文書」とは，事務の運営に必要な一切の書類，図画又は電子的記録をいう。 

 （２） この規程において「部局」とは，国立大学法人大分大学部局を定める規程（平成１６

年規程第１４号）第２条第３項第２号に規定する部局をいい，「課等」とは，監査室，事

務局各課及び各学部事務部をいう。 

 （３） 「特殊郵便物」とは，書留郵便物等，配達記録が残るものをいう。 

 （４） 「秘密文書」とは，秘密の保護が必要な事項が記載されている文書をいう。 

（５） 「電子決裁システム」とは，電子的方式により文書の起案，供閲，決裁，保存，廃棄

等を行う機能を持つシステムをいう。 

 

（文書担当責任者） 

第３条 課等は，文書の接受，発送等の文書処理を行うため，必要に応じそれぞれ文書担当責任

者を置くことができるものとする。 

２ 前項に規定する文書担当責任者は，当該課等の職員のうちから当該課等の長が指名するもの

とする。 

 
（文書の記号及び番号） 

第４条 文書には，別に定める文書の記号及び番号を付すものとする。 

２ 文書の番号は，前項に規定する文書の記号ごとに一連で付し，毎年４月１日に始まり，翌年

３月３１日をもって終わるものとする。 

 

（文書の保存） 

第５条 処理が完結した文書の保存については，国立大学法人大分大学法人文書管理規程（平成

２３年規程第２３号）の定めるところによる。 

 

第２章 接受及び配付 

（文書の接受） 

第６条 文書の接受は，その内容により担当者又は文書担当責任者が行う。 

２ 特殊郵便物は，文書担当責任者が所定の特殊郵便物受渡簿に所要事項を記入の上，受領印を



 
 

徴して担当者に配付するものとする。 

 

第３章 起案及び供閲 

（接受文書の処理） 

第７条 文書は，起案又は供閲により，遅滞なく処理しなければならない。 
 

（起案文書） 

第８条 起案文書は，電子決裁システムにより，事案ごと又は関連する事案ごとに作成する。た

だし，電子決裁システムにより難い場合の文書の起案は，所定の原議書を用いるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，定例的又は軽易な起案文書については，主管する課等の長が定め

る方法により作成することができる。 

 

（起案文書の区分） 

第９条 起案文書は，当該文書の内容に応じて以下のとおり区分する。また，内容を区分する次

に掲げる語句を明示しなければならない。 

重要通知 法令その他権限に基づくもので，内部規則に規定するまでもないものを通知として

発する文書 

通知 重要通知以外のもので事実の通知に関する文書 

依頼 依頼に関する文書 

照会 照会に関する文書 

回答 回答に関する文書 

 報告 報告に関する文書 

 申請 申請に関する文書 

 上申 人事の上申に関する文書 

 許可 許可に関する文書 

 承認 承認に関する文書 

 協議 協議に関する文書 

 制定 内部規則の制定に関する文書 

 証明 大学名，学長名又は部局長名等による事実の証明に関する文書 

 送付 書類，資料等の送付に関する文書 

 提出 書類，資料等の提出に関する文書 

 契約 契約に関する文書 

 伺  前各区分に掲げるもの以外の伺いに関する文書 

 事務連絡 事務的な連絡文書 

 
（重要通知の取扱い） 

第１０条 前条に規定する重要通知は，所定の方法により作成及び管理するものとする。 

２ 重要通知の作成に当たっては，必要に応じて，関係委員会等において検討を行うものとする。 

 



 
 

（供閲文書） 

第１１条 起案を要しない文書は，電子決裁システム，原議書又は適宜の方法により，関係者に

供閲するものとする。 

 

第４章 決裁及び合議 
 （名義及び決裁） 
第１２条 文書の名義及び決裁については，国立大学法人大分大学文書決裁規程（平成２１年規

程第３６号）の定めるところによる。 

 
（合議） 

第１３条 起案文書の内容が，他の課等に関係があるときは，これらの課等に合議しなければな

らない。ただし，事前に他の課等との協議が整ったときは，合議を省略することができる。 

 

第５章 施行及び発送 

（文書の施行） 

第１４条 決裁を得た文書の施行の日は，決裁の日とする。ただし，特別の理由があるものは，

この限りではない。 

 

（公印の使用） 

第１５条 発送文書における公印の使用については，国立大学法人大分大学公印規程（平成１６

年規程第９号）の定めるところによる。 

 

（発送） 
第１６条 文書の発送は，担当者又は文書担当責任者が行う。 
 

第６章 秘密文書 

（秘密文書） 

第１７条 秘密文書は，当該秘密文書に係る事務を主管する課等の長を取扱責任者（以下｢責任者｣

という。）とする。 

 

（秘密区分及びその指定等） 

第１８条 秘密文書の区分は，次の各号に掲げるところによる。 

（１） 極秘 秘密の保護が高度に必要であって，当該秘密の漏えいが法人に重大な損害を与

えるおそれのある事項が記載されている文書 

（２） 秘 極秘に次ぐ程度の秘密の保護が必要であって，関係者以外に知らせてはならない

事項が記載されている文書 

２ 責任者は，前項の規定による秘密文書の区分を指定しようとするときは，部局の長の承認を

得て行うものとする。 

３ 責任者は，当該秘密文書の内容を秘密にしておく必要がなくなったと認めるときは，部局の



 
 

長の承認を得て，その指定を解除するものとする。 

 

（秘密文書の処理） 

第１９条 秘密文書は，責任者が持ち回りして決裁又は承認を受けるものとする。 

 
第７章 雑則 

（他の法令等との調整） 

第２０条 文書の処理に関し，他の法律及びこれに基づく命令の規定により，特別の定めがある

場合には，当該法律及びこれに基づく命令の定めるところによるものとする。 

 

（雑則） 

第２１条 この規程に定めるもののほか，文書の処理に関し必要な事項は，学長が別に定める。 

 

   附 則 

 この規程は，平成１６年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成１６年規程第１６３号） 

 この規程は，平成１６年１１月８日から施行する。 

 

   附 則（平成１７年規程第２４号） 

 この規程は，平成１７年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成１７年規程第１０１号） 

 この規程は，平成１７年１０月１日から施行する。 

 

   附 則（平成１８年規程第２８号） 

 この規程は，平成１８年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成１８年規程第９６号） 

この規程は，平成１８年６月２１日から施行し，この規程による改正後の国立大学法人大分大

学文書処理規程の規定は，同年４月１日から適用する。 

 

附 則（平成１８年規程第１００号） 

 この規程は，平成１８年７月１８日から施行する。 

 

附 則（平成１９年規程第４号） 

 この規程は，平成１９年２月１日から施行する。 

 

附 則（平成１９年規程第３３号） 



 
 

 この規程は，平成１９年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成１９年規程第８１号） 

 この規程は，平成１９年１０月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２０年規程第２６号） 

 この規程は，平成２０年４月１日から施行する。 

 

   附  則（平成２０年規程第７３号） 

 この規程は，平成２０年７月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２１年規程第１号） 
 この規程は，平成２１年１月９日から施行する。 
 

   附 則（平成２１年規程第３５号） 
 この規程は，平成２１年４月１日から施行する。 

 
   附 則（平成２１年規程第６４号） 
 この規程は，平成２１年７月１日から施行する。 

 
   附 則（平成２３年規程第２６号） 

 この規程は，平成２３年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２４年規程第３７号） 
 この規程は，平成２４年４月１日から施行する。 
 

附 則（平成２６年規程第２７号） 

この規程は，平成２６年６月１日から施行する。 

 

   附 則（平成３０年規程第４２号） 

この規程は，平成３０年４月１日から施行する。 

 

  附 則（令和２年規程第３４号） 

この規程は，令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和５年規程第５８号） 
この規程は，令和６年４月１日から施行する。 


